
田辺市営住宅滞納家賃等回収委託業務仕様書 

 

（１）業務の目的 

田辺市（以下「委託者」という。）は、市営住宅入居者ひいては市民に対する公平性を確保するた

め、田辺市営住宅の家賃及び駐車場使用料を滞納している者（以下「滞納者等」という。）で、かつ

回収が困難となっている市営住宅の家賃及び駐車場使用料（以下「債権」という。）について、収納

対策強化の一環として、債権回収に関する専門的知識及び経験を有する弁護士又は弁護士法人（以

下「受託者」という。）に本業務を委託することにより、未収金を回収・整理し、収納率の向上を図

ることを目的とする。 

 

（２）回収業務を委託する債権 

①滞納家賃等のうち円滑かつ効率的な回収が見込めないもの 

 なお、次に掲げる債権は委託しない。 

ア 分納中、その他の理由により納付が見込めるもの 

イ 訴訟等の法的措置を実施しているもの 

ウ その他委託することが適切でないと判断するもの 

  ②滞納家賃等の状況（件数：52件、家賃等：10,761,650円） 

               ※上記①を精査することや納付状況により変動する。 

 

（３）回収業務の実施体制 

責任者は、弁護士又は弁護士法人にあっては弁護士、債権回収会社にあっては代表者又は代表者の 

指揮監督権に属するものの中から代表者が選任した弁護士とする。 

 

（４）業務の実施方法 

①滞納者等、連帯保証人及び相続人（以下「債務者等」という。）への文書や電話による納付催告

及び納付交渉 

②債務者等への納付指導及び納付相談 

③債務者等の返済能力に応じた、分納誓約書の徴取及び分割納付の履行管理 

④債務者等に対して発出する振込書や通知等には、地方自治法施行令第 154 条第３項の規定によ

る事項（所属年度、債権名、収納すべき金額、納入義務者、納入場所及び納入の請求の事由）

を記載すること。また、市長から収納業務を受託し、その権限があることを明示すること。 

⑤滞納家賃等の現金の領収（必ず領収書を発行すること。） 

⑥回収した滞納家賃等現金の安全かつ確実な保管 

⑦滞納家賃等現金の委託者への払込み 

⑧債務者等の居所が不明の場合、住民票等の取得による現住地調査の実施 

⑨債務者等が死亡している場合、委託者と協議の上、必要に応じ相続人の調査を実施する。 

⑩債務者等又は第三者からの苦情については適切に対応すること。苦情に対応した場合について

は、苦情の内容及びその対応を取りまとめ、苦情対応報告書（様式任意）を提出すること。 

⑪納付交渉履歴、回収履歴、調査事項等の記録と委託者への報告 



⑫調査の結果、債権の回収が不能と認められる場合は、その内容を記載した回収不能報告書（様

式任意）を提出すること。 

 

（５）提供する情報 

受託者が本業務を遂行するに当たって、委託者が提供する債務者等の個人情報の範囲は、仕様書

別紙１「提供情報」のうち把握している項目とする。なお、受託者がそれ以外の情報を必要とする

場合には、委託者が業務の遂行に必要と認める範囲で情報を提供するものとする。 

 

（６）契約期間 

契約の期間は、契約の日から令和８年３月 31日まで 

 

（７）委託費（成功報酬） 

①委託費の算出 

委託費は、各月の回収した滞納家賃等の額に成功報酬率を乗じて得た額に消費税及び地方消費税 

相当額を加算した額とする。（委託費算出の結果、１円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て 

る。） 

なお、回収業務を委託した債権について、債務者が委託者に支払った場合は、受託者が回 

収したものとみなす。 

ただし、契約終了後に債務者が債務又は残債を委託者に支払った場合は、この支払が受託者の 

行為によると認められるとしても、委託費の支払はしない。 

②委託費の支払方法 

委託者は、毎月、①で算出した委託費を、適法な請求書を受領した日から３０日以内に支払う。 

 

（８）個人情報保護 

受託者は委託者から提供された債務者の個人情報及び業務上知り得た個人情報については、「個人

情報の保護に関する法律」「仕様書別紙２「田辺市個人情報取扱項」」に基づき、適切な管理を行い、

その取扱いに特に慎重を期し、物理的・人的原因による漏洩が生じないよう措置すること。 

 

（９）業務遂行に係る注意事項 

   訴訟等法的手続を要する場合及び内容証明郵便発送等特殊な手続きを行う場合については、別契

約とし、対象業務としないものとする。 

 

（10）その他 

本仕様書に定めのない事項が生じたときは、その都度委託者と受託者が協議の上定めるものとす

る。 

 

 

 

 



仕様書別紙１ 

 

提供情報 

 

 

１  債務者の基本情報 

   ①氏名（漢字・カナ） 

   ②住所 

   ③生年月日 

   ④電話番号（自宅・携帯） 

   ⑤滞納額 

   ⑥納付誓約書 

   ⑦最終入金日 

   ⑧退去日（退去している場合） 

   ⑨訴訟の有無 

   ⑩収入額 

   ⑪保有口座 

 

２  保証人等がいる場合は保証人等の基本情報 

   ①氏名（漢字・カナ） 

   ②住所 

   ③生年月日 

   ④電話番号（自宅・携帯） 

   ⑤債務者との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書別紙２ 

 

田辺市個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 乙は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、

個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。

以下「法」という。）及びこの特記事項を遵守し、個人情報（法第２条第１項で定めるものをい

う。以下同じ。）を適正に取り扱わなければならない。 

 （責任体制の整備） 

第２条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持し

なければならない。 

 （作業責任者等） 

第３条 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定めなければならない。 

２ 作業責任者は、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければ

ならない。 

３ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、この特記事項に定める事項を遵守しなければならな

い。 

 （取扱場所の特定） 

第４条 乙は、個人情報を取り扱う場所を定めなければならない。 

２ 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出しては

ならない。 

 （従事者への周知） 

第５条 乙は、個人情報を取り扱う事務に従事する者に対して、在職中及び退職後においてもこの

契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用して

はならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項及び法に違反したときは処罰される

ことを周知しなければならない。 

 （秘密の保持） 

第６条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （再委託） 

第７条 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務については第三者（乙の子会社（会社法（平

成17年法律第86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。）へ再委託（２

以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。）をしてはならない。 

２ 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場

合は、甲の承諾を得て行うことができる。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託の受託者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとと

もに、甲に対して、再委託の受託者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 



第８条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせ

る場合は、当該正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、前項に規定する正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責

任を負うものとする。 

 （個人情報の管理） 

第９条 乙は、この契約による事務において利用する個人情報を保持している間は、個人の権利利

益を侵害することのないよう各種の安全管理措置を講じるとともに、次の各号の定めるところに

より、個人情報の管理を行わなければならない。 

(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取

扱規程等を策定すること。 

(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等

事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 

(3) 作業従事者の監督・教育を行うこと。 

(4) 個人情報を取り扱う場所の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱い

における漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 

(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等

の防止を行うこと。 

 （取得の制限） 

第10条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達

成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。 

２ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、その目的を明示した上で

本人から取得し、本人以外から取得するときは、本人の同意を得た上で取得しなければならない。

ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。 

 （利用及び提供の制限） 

第11条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情

報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 

 （複写又は複製の禁止） 

第12条 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等

を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 （受渡し） 

第13条 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行わな

ければならない。 

 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第14条 乙は、この契約による事務の終了時に、この契約による事務において利用した個人情報に

ついて、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄を実施しなければならない。 

２ 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければ

ならない。 

３ 乙は、この契約による事務において利用した個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該情報が

記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な



措置を講じなければならない。 

４ 乙は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又

は廃棄の内容を記録し、甲の求めに応じて書面により報告しなければならない。 

 （報告） 

第15条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告し

なければならない。 

 （調査及び勧告） 

第16条 甲は、乙がこの契約の履行に関して取り扱っている個人情報の状況について、必要に応じ

て調査することができる。 

２ 甲は、乙のこの契約の履行に係る個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告

を書面で行うものとする。 

 （事故時の対応） 

第17条 乙は、この契約による事務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故

の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、

件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保

全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 

３ 甲は、この契約による事務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて

当該事故に関する情報を公表することができる。 

 （契約解除） 

第18条 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合は、この特記事項に関連するこの

契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損

害の賠償を請求することはできないものとする。 

 （損害賠償） 

第19条 乙の故意又は過失を問わず、乙がこの特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、

甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 

 

注 甲は委託者である田辺市を、乙は受託者を指す。 

 

 


